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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの情報を取得する取得部と、
　前記取得部により取得された前記ユーザの情報に基づいて判断されたユーザの好みに対
応する行動支援内容を決定する支援内容決定部と、
　前記ユーザの情報に基づいて判断される好みのレベルが、ユーザ自身が自覚していない
好みであることを示す潜在レベルである場合は、前記ユーザの潜在意識に働きかける間接
的な方法で前記行動支援内容を実行し；
　前記好みのレベルが、ユーザ自身が自覚している好みであることを示すレベルである場
合は、直接的な方法で前記行動支援内容を実行する実行部と、
を備える、行動支援装置。
【請求項２】
　前記実行部は、表示部または音声出力部により前記行動支援内容を実行する、請求項１
に記載の行動支援装置。
【請求項３】
　前記実行部は、アフォーダンス、錯覚、または心理誘導を用いて、間接的に前記行動支
援内容を実行する、請求項１または２のいずれか１項に記載の行動支援装置。
【請求項４】
　前記実行部は、画像信号の明度変更、彩度変更、アスペクト比変更、回転処理、拡大／
縮小処理、形状変形、合成、モザイク／ぼかし、または色変換といった画像処理、若しく



(2) JP 6111932 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

は、音声信号のエコー／ディレイ加工、ディストレーション／フランジャー加工、サラウ
ンド化／チャンネル交換といった音声処理の少なくともいずれかにより、間接的に前記行
動支援内容を実行する、請求項１または２に記載の行動支援装置。
【請求項５】
　前記支援内容決定部は、前記ユーザの好みに対応する商品またはサービスに関する情報
を表示する行動支援内容に決定し、
　前記実行部は、前記商品またはサービスに関する情報を、表示画面中の広告欄に表示す
ることで、間接的に前記行動支援内容を実行する、請求項１または２に記載の行動支援装
置。
【請求項６】
　前記支援内容決定部は、前記ユーザの好みに対応する商品またはサービスの提供場所に
前記ユーザを誘導する行動支援内容に決定し、
　前記実行部は、誘導ルートが最適なルートに認識されるよう、地図画像またはユーザの
視界方向を撮像した撮像画像の一部を変更して表示することで、間接的に前記行動支援内
容を実行する、請求項１または２に記載の行動支援装置。
【請求項７】
　前記実行部は、前記撮像画像において、誘導ルート以外の道を暗く、または上り坂に加
工して、前記ユーザが装着しているＨＭＤの表示部に表示することで、間接的に前記行動
支援内容を実行する、請求項６に記載の行動支援装置。
【請求項８】
　前記実行部は、前記地図画像において、誘導ルートが他のルートより短くなるよう加工
することで、間接的に前記行動支援内容を実行する、請求項６に記載の行動支援装置。
【請求項９】
　前記実行部は、前記好みのレベルが、ユーザ自身が自覚している好みであって、かつ不
特定多数に非公開であることを示すプライベートレベルの場合、前記ユーザの周囲に人が
いない時に、直接的に前記行動支援内容を実行する、請求項１に記載の行動支援装置。
【請求項１０】
　前記実行部は、前記好みのレベルが、ユーザ自身が自覚している好みであって、かつ特
定範囲に公開可能であるリミテッドパブリックレベルの場合、前記ユーザの周囲に居る人
が前記特定範囲に含まれる人である時に、直接的に前記行動支援内容を実行する、請求項
１に記載の行動支援装置。
【請求項１１】
　前記実行部は、前記好みのレベルが、ユーザ自身が自覚している好みであって、かつ不
特定多数に公開可能であるパブリックレベルの場合、前記ユーザの周囲に人が居るか否か
に関わらず、直接的に前記行動支援内容を実行する、請求項１に記載の行動支援装置。
【請求項１２】
　前記取得部が取得する前記ユーザの情報は、前記ユーザの生体情報、スケジュール情報
、属性情報、および、前記ユーザにより入力された電子メール、電子掲示板、ブログ、ま
たはＳＮＳにおける書き込み内容の少なくともいずれかである、請求項１～１１のいずれ
か１項に記載の行動支援装置。
【請求項１３】
　前記取得部は、複数のユーザの情報を取得し、
　前記支援内容決定部は、前記複数のユーザのうち好みが一致する特定の複数ユーザを同
じ場所に誘導する行動支援内容に決定し、
　前記実行部は、前記特定の複数ユーザに対して、潜在意識に働きかけるよう間接的に前
記行動支援内容を実行する、請求項１に記載の行動支援装置。
【請求項１４】
　前記取得部は、複数のユーザの情報を取得し、
　前記支援内容決定部は、複数のユーザの好みに基づく関係性の良し悪しに応じた行動支
援内容に決定し、
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　前記実行部は、複数のユーザに対して、潜在意識に働きかけるよう間接的に前記行動支
援内容を実行する、請求項１に記載の行動支援装置。
【請求項１５】
　プロセッサが、
　ユーザの情報を取得するステップと、
　取得された前記ユーザの情報に基づいて判断されたユーザの好みに対応する行動支援内
容を決定するステップと、
　前記ユーザの情報に基づいて判断される好みのレベルが、ユーザ自身が自覚していない
好みであることを示す潜在レベルである場合は、前記ユーザの潜在意識に働きかける間接
的な方法で前記行動支援内容を実行し；
　前記好みのレベルが、ユーザ自身が自覚している好みであることを示すレベルである場
合は、直接的な方法で前記行動支援内容を実行するステップと、
を含む、行動支援方法。
【請求項１６】
　コンピュータを、
　ユーザの情報を取得する取得部と、
　前記取得部により取得された前記ユーザの情報に基づいて判断されたユーザの好みに対
応する行動支援内容を決定する支援内容決定部と、
　前記ユーザの情報に基づいて判断される好みのレベルが、ユーザ自身が自覚していない
好みであることを示す潜在レベルである場合は、前記ユーザの潜在意識に働きかける間接
的な方法で前記行動支援内容を実行し；
　前記好みのレベルが、ユーザ自身が自覚している好みであることを示すレベルである場
合は、直接的な方法で前記行動支援内容を実行する実行部と、
として機能させるためのプログラム。
【請求項１７】
　コンピュータを、
　ユーザの情報を取得する取得部と、
　前記取得部により取得された前記ユーザの情報に基づいて判断されユーザの好みに対応
する行動支援内容を決定する支援内容決定部と、
　前記ユーザの情報に基づいて判断される好みのレベルが、ユーザ自身が自覚していない
好みであることを示す潜在レベルである場合は、前記ユーザの潜在意識に働きかける間接
的な方法で前記行動支援内容を実行し；
　前記好みのレベルが、ユーザ自身が自覚している好みであることを示すレベルである場
合は、直接的な方法で前記行動支援内容を実行する実行部と、
として機能させるためのプログラムが記憶された、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、行動支援装置、行動支援方法、プログラム、および記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ユーザの行動を支援する装置として、音声対話型のエージェントタイプのサービ
スが提案されている。また、スマートフォンや携帯電話端末等のモバイル端末において、
現在地からおすすめのスポットやレストランを提示する等、位置情報と連動した行動支援
アプリケーションも数多く提案されている。ユーザは、指示されたルートに従って移動す
ることで、目的地にたどり着くことができる。
【０００３】
　また、下記特許文献１では、指定された場所の飲食店や映画などのガイド情報を提示す
るシステムにおいて、不要なガイド情報が選択・表示されてしまうことを防止できるガイ
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ド情報提示システムが提案されている。ガイド情報表示後、「ここへ行く」の項目が選択
されると、ガイド情報提示システムは、現在地から店舗までのルートを探索し、目的地ま
でのルート案内を開始する。
【０００４】
　また、上述したルート誘導の他、ユーザの体重、摂取カロリー、運動量等を日々記録し
、記録データに基づいてダイエット支援（ダイエットのアドバイスや目標数値等の提示）
を行うアプリケーションも提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１４５２３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した行動支援アプリケーションでは、ユーザにとって有益な結果を
もたらす目的をユーザが自ら考えて判断し、設定しなければならず、ユーザにとって負担
であった。
【０００７】
　また、上述した行動支援アプリケーションでは、ユーザの行動を支援するためのアドバ
イス等が明示的に提示されるので、例えばダイエットのように自分の欲求を抑制しなくて
はならない場合、やる気がないユーザにとってアドバイス等が出され続けることはストレ
スになる。また、ダイエットのためのアドバイスや数値を提示しても効果があるか否かは
本人の意思に負うところが大きい。また、支援内容が的確でなかったり間違えていたりす
る場合も、ユーザにとってはストレスになるという問題があった。
【０００８】
　さらに、上述した行動支援アプリケーションでは、行動を支援するための明示的な提示
が随時行われるが、例えばユーザが周囲に知られたくない好み（趣味、嗜好）に対する行
動支援は、支援が行われるタイミング等によっては、ユーザにとって好ましくない場合も
想定された。ユーザの趣味、嗜好といった好みは、不特定多数に知られてもよいもの、誰
にも知られたくないもの、また、ユーザ自身が自覚していない好みといった複数のレベル
に分けられる。
【０００９】
　そこで、本開示では、ユーザ情報に基づいて自動的に判断されたユーザの好みに対応す
る支援内容を、好みレベルに応じた方法で実行することが可能な行動支援装置、行動支援
方法、プログラム、および記憶媒体を提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示によれば、ユーザの情報を取得する取得部と、前記取得部により取得された前記
ユーザの情報に基づいて判断されたユーザの好みを支援するための支援内容を決定する支
援内容決定部と、前記好みのレベルに応じた方法で前記支援内容を実行する実行部と、を
備える、行動支援装置を提案する。
【００１１】
　本開示によれば、ユーザの情報を取得するステップと、取得された前記ユーザの情報に
基づいて前記ユーザの好みを判断するステップと、当該ユーザの好みを支援するための支
援内容を決定するステップと、前記好みの種類に応じた方法で、プロセッサにより前記支
援内容を実行するステップと、を含む、行動支援方法を提案する。
【００１２】
　本開示によれば、コンピュータを、ユーザの情報を取得する取得部と、前記取得部によ
り取得された前記ユーザの情報に基づいて前記ユーザの好みを判断し、当該ユーザの好み
を支援するための支援内容を決定する支援内容決定部と、前記好みの種類に応じた方法で
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前記支援内容を実行する実行部と、として機能させるためのプログラムを提案する。
【００１３】
　本開示によれば、コンピュータを、ユーザの情報を取得する取得部と、前記取得部によ
り取得された前記ユーザの情報に基づいて前記ユーザの好みを判断し、当該ユーザの好み
を支援するための支援内容を決定する支援内容決定部と、前記好みの種類に応じた方法で
前記支援内容を実行する実行部と、として機能させるためのプログラムが記憶された、記
憶媒体を提案する。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように本開示によれば、ユーザ情報に基づいて自動的に判断されたユーザ
の好みに対応する支援内容を、好みレベルに応じた方法で実行することが可能となる。
【００１５】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本開示の一実施形態による行動支援システムの概要について説明するための図で
ある。
【図２】第１の実施形態によるＨＭＤの構成の一例を示すブロック図である。
【図３】本実施形態による好みレベルについて説明するための図である。
【図４】本実施形態による好みレベルを判断する動作処理を示すフローチャートである。
【図５】本実施形態による『好き度』の算出処理を示すフローチャートである。
【図６】ユーザの好みレベルを判断する動作処理を示すフローチャートである。
【図７】本実施形態による瞳孔サイズに基づく『好き度』の算出処理を示すフローチャー
トである。
【図８】本実施形態による好みレベルとユーザの周囲の環境をスコア化した表の一例を示
す図である。
【図９】第１の実施形態による行動支援処理を示すフローチャートである。
【図１０】第１の実施形態による行動支援処理を示すフローチャートである。
【図１１】実空間を撮像した撮像画像の一部を変化して提示することで間接的な行動支援
を行う場合の一例を示す図である。
【図１２】地図画像の一部を変化して提示することで間接的な行動支援を行う場合につい
て説明するための図である。
【図１３】第２の実施形態による行動支援システムの全体構成を説明するための図である
。
【図１４】第２の実施形態による行動支援サーバの構成の一例を示すブロック図である。
【図１５】第２の実施形態による間接的な行動支援の一例を説明するための図である。
【図１６】第２の実施形態による行動支援処理を示すフローチャートである。
【図１７】第３の実施形態によるＨＭＤの構成を示すブロック図である。
【図１８】第３の実施形態におけるルート支援について説明するための図である。
【図１９】第３の実施形態による行動支援装置の動作処理を示すフローチャートである。
【図２０】第３の実施形態の応用例による行動支援システムの全体構成を説明するための
図である。
【図２１】第３の実施形態の応用例による行動支援システムの動作処理を示すフローチャ
ートである。
【図２２】第３の実施形態の応用例による行動支援システムの動作処理を示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１８】
　また、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の一実施形態による行動支援システムの概要
　２．第１の実施形態
　　２－１．構成
　　２－２．動作処理
　　２－３．間接的な行動支援方法
　３．第２の実施形態
　４．第３の実施形態
　５．まとめ
【００１９】
　　＜＜１．本開示の一実施形態による行動支援システムの概要＞＞
　まず、本開示の一実施形態による行動支援システムの概要について図１を参照して説明
する。本実施形態による行動支援装システムを実現する行動支援装置は、例えば図１に示
すようなＨＭＤ（Ｈｅａｄ　Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ）１であってもよい。ＨＭ
Ｄ１は、図１に示すような眼鏡型であって、例えば両側頭部から後頭部にかけて半周回す
るようなフレームの構造の装着ユニットを有し、両耳殻にかけられることでユーザに装着
される。また、ＨＭＤ１は、装着状態において、ユーザの両眼の直前、即ち通常の眼鏡に
おけるレンズが位置する場所に、左眼用と右眼用の一対の表示部２が配置される構成とな
っている。表示部２には、例えば撮像レンズ３ａで撮像された現実空間の撮像画像が表示
される。また、表示部２は透過型であってもよく、ＨＭＤ１により表示部２がスルー状態
、即ち透明または半透明の状態とされることで、ユーザがＨＭＤ１を眼鏡のように常時装
着しても通常の生活には支障がない。
【００２０】
　上述した撮像レンズ３ａは、図１に示すように、ユーザに装着された状態で、ユーザが
視認する方向を被写体方向として撮像するように、前方に向けて配置されている。さらに
、撮像レンズ３ａによる撮像方向に対して照明を行う発光部４ａが設けられる。発光部４
ａは例えばＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）により形成される。
【００２１】
　また、図１では左耳側しか示されていないが、装着状態でユーザの右耳孔および左耳孔
に挿入できる一対のイヤホンスピーカ５ａが設けられる。また、右眼用の表示部２の右方
と、左眼用の表示部２の左方に、外部音声を集音するマイクロホン６ａ、６ｂが配置され
る。
【００２２】
　なお、図１に示すＨＭＤ１の外観は一例であり、ＨＭＤ１をユーザが装着するための構
造は多様に考えられる。ＨＭＤ１は、一般に眼鏡型、あるいは頭部装着型とされる装着ユ
ニットで形成されればよく、少なくともユーザの眼の前方に近接して表示部２が設けられ
ていればよい。また表示部２は、両眼に対応して一対設けられる他、片側の眼に対応して
１つ設けられる構成でもよい。
【００２３】
　また、撮像レンズ３ａ、照明を行う発光部４ａは、図１に示す例では右眼側に前方に向
けて配置されているが、左眼側に配置されてもよいし、両側に配置されてもよい。また、
イヤホンスピーカ５ａは、左右のステレオスピーカとせずに、一方の耳にのみ装着するた
めに１つ設けられるのみでもよい。また、マイクロホンも、マイクロホン６ａ、６ｂのう
ちの一方でもよい。さらに、マイクロホン６ａ、６ｂ、イヤホンスピーカ５ａ、または発
光部４ａを備えない構成も考えられる。
【００２４】
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　ＨＭＤ１は、目的地までの誘導を行うための画像を表示部２に表示したり、音声をイヤ
ホンスピーカ５ａから再生したりすることで、ユーザを目的地に誘導すること（行動支援
の一例）が可能である。
【００２５】
　（背景）
　ここで、上述したように、従来の行動支援アプリケーションでは、ユーザにとって有益
な結果をもたらす目的をユーザが自ら考えて判断し、設定しなければならなかったので、
ユーザにとって負担になっていた。また、上述した行動支援アプリケーションでは、ユー
ザの行動を支援するためのアドバイス等が明示的に提示されるので、アドバイス等が出さ
れ続けることがユーザにとってストレスになる場合もあった。
【００２６】
　さらに、提示されるアドバイス等がユーザにとって有益であるのかユーザが判断したり
、複数のアドバイス等が提示された場合は意識的に選択を行ったりしなくてはならなかっ
た。
【００２７】
　また、ユーザが周囲に知られたくない好み（趣味、嗜好）に対する行動支援は、支援が
行われるタイミング等によっては、ユーザにとって好ましくない場合も想定された。ユー
ザの趣味、嗜好といった好みは、上述したように、不特定多数に知られてもよいものから
、誰にも知られたくないもの、また、ユーザ自身が自覚していない好みといった複数のレ
ベルに分けられ得る。
【００２８】
　そこで、上記事情を鑑みて、ユーザ情報に基づいて自動的に判断したユーザの好みに対
応する支援内容を、好みレベルに応じた方法で実行することができる行動支援装置を提供
する。
【００２９】
　具体的には、本開示による行動支援装置は、ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉ
ｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ブログ、メール等へのユーザの書き込み内容や、ユーザのスケ
ジュール情報、生体情報等のユーザ情報に基づいて、ユーザの好みを判断し、好みに対応
する行動支援内容を決定する。これにより、ユーザは、自ら目的を考えて設定する必要が
なく、ユーザの手間や負担が解消される。
【００３０】
　また、本開示による行動支援装置は、ユーザの行動支援を、明示的な提示ではなく、ア
フォーダンスや錯覚、心理誘導などを用いてユーザの潜在意識に働きかけるよう、間接的
（暗黙的）な方法で実行することで、行動支援によるユーザのストレスを省くことができ
る。
【００３１】
　人間の意識には、顕在意識と潜在意識（無意識とも称す）があり、これらは「海に浮か
んだ氷山」に例えられる。具体的には、水面から突き出している部分が顕在意識、水面下
に隠れている部分が潜在意識であって、潜在意識の占める部分が圧倒的に大きく、潜在意
識は全体の約９割を占め、自分自身では自覚することができない。
【００３２】
　通常の行動支援は、人間が意識して考えたり判断したりする顕在意識に働きかける直接
的（明示的）な方法で行われる。例えば、アドバイスを画面に表示したり、アドバイスを
音声で出力したりする方法である。しかし、本実施形態では、このような直接的な方法に
限定されず、行動支援の目的によっては、潜在意識に働きかけるよう、間接的（暗黙的）
な方法で行動支援を行うことも可能である。これにより、本実施形態による行動支援シス
テムは、ユーザが無意識のうちに、ある行動を選択するよう、自然でストレスの少ない支
援を行うことができる。
【００３３】
　具体的には、表示部２を介してユーザが見ている風景において、部分的に明度を変化さ
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せたり、変形させたりすることで、ユーザが無意識に所定の道を選択するよう誘導する。
例えば図１に示すように、左右に道が分かれている現実空間の撮像画像Ｐ１に対して、Ｈ
ＭＤ１は、右側の道Ｄ２をユーザに無意識に選択させるために、左側の道Ｄ１が上り坂に
見えるよう画像の一部を変形させた画像Ｐ２を生成し、表示部２に表示する。この場合、
ユーザは、無意識に上り坂（左側の道Ｄ１）よりも平地（右側の道Ｄ２）を選択する傾向
があるので、自然でストレスの少ない支援を行うことができる。また、本実施形態による
行動支援システムは、上り坂より平地を選ぶといった人間の傾向の他、暗い道よりも明る
い道を選ぶ、視界が遠くまで開けている道を選ぶといったその他の傾向を利用した支援も
同様に行うことができる。
【００３４】
　さらに、画像ではなく、特定の方向から耳障りな音が聞こえるように音声制御を行うこ
とで、不安になる音から遠ざかるという人間の傾向を利用して、自然でストレスの少ない
支援を行うことができる。
【００３５】
　このように、本実施形態による行動支援システムでは、潜在意識（無意識）に働きかけ
る刺激をユーザの感覚器官（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）に与えることで、自然でス
トレスの少ない支援を行うことができる。
【００３６】
　以上、本開示の一実施形態による行動支援システムの概要について説明した。続いて、
本開示による行動支援システムについて、複数の実施形態を用いて具体的に説明する。
【００３７】
　　＜＜２．第１の実施形態＞＞
　　＜２－１．構成＞
　図２は、第１の実施形態によるＨＭＤ１の構成の一例を示すブロック図である。なおＨ
ＭＤ１は、行動支援装置の一例であって、本実施形態による行動支援装置は、ＨＭＤ１の
他、例えばスマートフォン、携帯電話端末、タブレット端末等のモバイル装置（情報処理
装置）であってもよい。
【００３８】
　図２に示すように、本実施形態によるＨＭＤ１は、主制御部１０－１、実世界情報取得
部１１、各種生体センサ１２、スケジュール情報ＤＢ１３、ユーザ情報記録部１４、支援
パターンＤＢ（データベース）１５、および提示デバイス１６を含む。
【００３９】
　（主制御部）
　主制御部１０－１は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、不揮発性メモリ、インタフェース部を備えたマイクロコンピュー
タにより構成され、ＨＭＤ１の各構成を制御する。
【００４０】
　具体的には、本実施形態による主制御部１０－１は、図２に示すように、ユーザ情報取
得部１０１、ユーザ情報記録制御部１０２、好み判断部１０３、支援内容決定部１０４、
および実行部１０５として機能する。
【００４１】
　ユーザ情報取得部１０１は、ユーザに関する情報を、実世界情報取得部１１や各種生体
センサ１２、スケジュール情報ＤＢ１３等から取得する。具体的には、ユーザ情報取得部
１０１は、実世界情報取得部１１から、ユーザの現在位置や移動速度、運動量、ユーザに
よるＳＮＳ／ブログ、電子掲示板、電子メール等への書き込み内容、音声入力内容、イン
ターネットを利用したネットショッピングの履歴、Ｗｅｂ閲覧履歴等を取得する。また、
ユーザ情報取得部１０１は、各種生体センサ１２から、ユーザの心拍数や発汗量等（生体
情報、感情情報）を取得する。また、ユーザ情報取得部１０１は、スケジュール情報ＤＢ
１３から、ユーザのスケジュール情報（行動情報）を取得する。
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【００４２】
　ユーザ情報記録制御部１０２は、ユーザ情報取得部１０１により取得されたユーザ情報
をユーザ情報記録部１４に記録するよう制御する。また、ユーザ情報記録制御部１０２は
、ユーザの性別、年齢といった属性情報等もユーザ情報記録部１４に記録する。ユーザの
性別、年齢等の属性情報は、音声入力によりユーザが入力した内容に基づいてもよいし、
各種生体センサ１２や、撮像部３から取得した情報に基づいて判断されてもよい。
【００４３】
　好み判断部１０３は、ユーザ情報記録部１４に記録されているユーザ情報に基づいて、
ユーザの好みを判断する。例えば、好み判断部１０３は、ＳＮＳ／ブログへの書き込み内
容や、ネットショッピングの購入履歴等から、ユーザの好みを判断する。さらに、好み判
断部１０３は、撮像部３により撮像されたユーザの眼の撮像画像に基づいて算出される瞳
孔の大きさの変化や、各種生体センサ１２から取得される心拍数、発汗量等に基づいて、
ユーザが自覚していない潜在意識レベルでの好みを判断することができる。
【００４４】
　また、好み判断部１０３は、ユーザ情報に基づいて判断したユーザの好みのレベルを設
定する。本実施形態における好みレベルについて、図３を参照して説明する。図３は、本
実施形態による好みレベルについて説明するための図である。図３に示すように、人間の
好みは、他人に知られても構わない好み（パブリックレベルＬ１）と、他人に知られたく
ない好み（プライベートレベルＬ２）と、潜在意識レベルで本人も自覚していない好み（
潜在レベルＬ３）が含まれる。なお、好み判断部１０３は、他人に知られても構わない好
み（パブリックレベルＬ１）のうち、図３に示すように、特定範囲（グループ）の他人に
知られても構わない好み（リミテッドパブリックレベルＬ１’）を設定することも可能で
ある。このように、本実施形態による好みレベルは、ユーザ自身が自覚している好みであ
るか否か、および他者に公開可能な好みであるか否かに応じたレベルに応じている。
【００４５】
　好み判断部１０３は、ユーザ個人が特定され得るＳＮＳ／ブログ等における不特定多数
に公開されているページで、例えばハワイに関してポジティブな表現がなされている場合
、「ハワイが好き」と判断し、パブリックレベルに設定する。また、好み判断部１０３は
、ユーザ個人が特定され得るＳＮＳ／ブログ等では書込みがないが、ネットショッピング
履歴やインターネットの検索履歴、Ｗｅｂ閲覧履歴等では「焼き芋」の購入履歴や検索履
歴等がある場合、「実は焼き芋が好き」と判断し、プライベートレベルに設定する。また
、好み判断部１０３は、生体情報に基づいて、特定の人物といる場合の緊張度が高い場合
、「～さんが好き」と判断し、潜在レベルに設定する。
【００４６】
　支援内容決定部１０４は、好み判断部１０３により判断されたユーザの好みを支援する
ための支援内容を決定する。例えば、支援内容決定部１０４は、ユーザの好みに合った商
品またはサービスに関する情報を表示する支援内容に決定してもよいし、ユーザの好みに
合った商品またはサービスの提供場所にユーザを誘導する支援内容に決定してもよい。ユ
ーザの好みに合った商品、サービスに関する情報、提供場所等の情報は、ユーザの好みを
検索キーワードとしてネットワーク上の各種ニュースサイト、掲示板、ＳＮＳ、Ｗｅｂサ
イト等にアクセスすることで収集され得る。この際、支援内容決定部１０４は、支援パタ
ーンＤＢ１５を照合して、ユーザの好みに関連する用語を導き出して検索キーワードとし
て用いてもよい。例えばユーザの好みが「ハワイ」の場合、支援内容決定部１０４は、支
援パターンＤＢ１５を照合して、「ハワイ」に紐付けられる関連用語「ワイキキ」、「ハ
ワイアンジュエリー」、「キラウエア火山」等を導き出し、導き出した関連用語を検索キ
ーワードに含めてＷｅｂサイト等にアクセスし、ユーザの好みである「ハワイ」に関連す
る情報を収集する。
【００４７】
　実行部１０５は、支援内容決定部１０４により決定された支援内容を、提示デバイス１
６を用いて実行する。この際、実行部１０５は、好み判断部１０３により設定された好み
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援内容を表示部２に提示したり音声出力部５から再生したりする直接的な方法と、ユーザ
が無意識に所定の行動を行うよう潜在意識に働きかける間接的な方法とがある。
【００４８】
　実行部１０５は、ユーザ自身が自覚している不特定多数に公開可能な好みレベル（すな
わち「パブリック」レベルＬ１）の場合、ユーザの周囲に人がいるか否かに関わらず、直
接的に支援内容を実行する。
【００４９】
　また、実行部１０５は、ユーザ自身が自覚している特定範囲に公開可能な好みレベル（
すなわち「リミテッドパブリック」レベルＬ１’）の場合、ユーザの周囲に居る人が特定
範囲の人であるとき（または周囲に人がいないとき）に直接的に支援内容を実行する。な
おユーザの周囲に特定範囲の人がいるか否かは、撮像レンズ３ａで撮像された撮像画像の
顔認識や、音声入力部６により収音された音声の話者認識等に基づいて判断され得る。
【００５０】
　また、実行部１０５は、ユーザ自身が自覚している不特定多数に非公開の好みレベル（
すなわち「プライベート」レベルＬ２）の場合、ユーザの周囲に人（または知人）がいな
いとき（ユーザが独りでいるとき）に直接的に支援内容を実行する。なおユーザの周囲に
人（または知人）がいるか否かは、撮像レンズ３ａで撮像された撮像画像や、音声入力部
６により収音された環境音／騒音等に基づいて認識され得る。
【００５１】
　さらに、実行部１０５は、ユーザ自身が自覚していない好みレベル（すなわち「潜在」
レベルＬ３）の場合、潜在意識に働きかけてユーザに意識させないよう間接的に支援内容
を実行する。また、潜在的な嗜好は他人に知られたくない場合も想定されるので、実行部
１０５は、「プライベート」レベルＬ２の場合と同様に、ユーザの周囲に人（または知人
）がいないとき（ユーザが独りでいるとき）に間接的に支援内容を実行するようにしても
よい。
【００５２】
　ここで、表示部２や音声出力部５を用いた間接的な支援内容の実行方法としては、例え
ば、明度変更、彩度変更、アスペクト比変更、回転、エコー／ディレイ、ディストーショ
ン／フランジャー等を用いる方法が考えられる。以下、表１に、画像／音声処理方法とそ
の用途の一例について示す。なお下記表１の各画像処理（明度変更、彩度変更等）におけ
る用途例は、本実施形態による行動支援装置がＨＭＤ１で実現されている場合に、ユーザ
の視線方向を撮像レンズ３ａで撮像した撮像画像の少なくとも一部を処理して表示部２に
表示することで間接的に支援する場合を前提とする。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
　以上、実行部１０５により支援内容を実行する際に、好み判断部１０３により設定され
た好みレベルＬ１、Ｌ１’、Ｌ２、Ｌ３に応じて、ユーザの周囲の環境（人がいるか否か
等）の考慮の有無および支援内容の実行方法（直接的／間接的）について説明した。なお
、ユーザが他のことに集中している場合に支援内容を実行しても効果が低いことが想定さ
れるので、実行部１０５は、ユーザが他のことに集中していないときに支援内容を提示す
るようにすることで効果を高めることも可能である。
【００５５】
　（実世界情報取得部）
　実世界情報取得部１１は、ユーザの周囲状況、環境情報、ネットワーク上の所定サーバ
に格納されている情報等の実世界（外界）情報を取得する。具体的には、実世界情報取得
部１１は、図２に示すように、撮像部３、音声入力部６、位置測定部７、加速度センサ８
、および通信部９を含む。
【００５６】
　撮像部３は、図１に示す撮像レンズ３ａ、絞り、ズームレンズ、及びフォーカスレンズ
等により構成されるレンズ系、レンズ系に対してフォーカス動作やズーム動作を行わせる
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イ等を有する。固体撮像素子アレイは、例えばＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　
Ｄｅｖｉｃｅ）センサアレイや、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　
Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）センサアレイにより実現されてもよい。撮像
レンズ３ａは、図１に示すように、ＨＭＤ１がユーザに装着された状態においてユーザの
視線方向を撮像するよう前方に向けて設置されている。
【００５７】
　音声入力部６は、図１に示したマイクロホン６ａ、６ｂと、そのマイクロホン６ａ、６
ｂで得られた音声信号を増幅処理するマイクアンプ部やＡ／Ｄ変換器および音声信号処理
部を有する。音声入力部６は、収音した音声データに対して、音声信号処理部によりノイ
ズ除去、音源分離等の処理を行う。そして音声入力部６は、処理した音声データを主制御
部１０－１に供給する。本実施形態によるＨＭＤ１は、音声入力部６を備えることで、例
えばユーザによる音声入力を可能にする。
【００５８】
　位置測定部７は、外部からの取得信号に基づいてＨＭＤ１の現在位置情報を取得する機
能を有する。位置測定部７は、例えばＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）測位部により実現される。ＧＰＳ測位部は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信
して、ＨＭＤ１が存在している位置（現在位置）を測位する。なお、位置測定部７は、Ｇ
ＰＳ測位部の他、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）や、他の携帯電話・ＰＨＳ・スマートフォン等
との送受信、または近距離通信等により現在位置情報を取得して現在位置を測定すること
も可能である。
【００５９】
　加速度センサ８は、ＨＭＤ１の動きを検出するためのモーションセンサの一例である。
ＨＭＤ１は、加速度センサ８の他、さらにジャイロセンサを有していてもよい。また、加
速度センサ８やジャイロセンサの検知結果により、ユーザが徒歩、自転車、または自動車
のいずれで移動しているかが判定され、また、ユーザの運動量も検出され得る。
【００６０】
　通信部９は、外部機器との間でのデータの送受信を行う。通信部９は、例えば無線ＬＡ
Ｎ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｗｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄ
ｅｌｉｔｙ、登録商標）、赤外線通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の方式で、外
部機器と直接、またはネットワーク２０を介して通信する。具体的には、通信部９は、図
２に示すように、ＳＮＳ／ブログサーバ３０や環境情報サーバ４０と、ネットワーク２０
を介して通信する。なお環境情報サーバ４０には、環境情報として、各地の天候、気温、
湿度、降水量、風向き、風力等の情報が記憶されている。
【００６１】
　（各種生体センサ）
　各種生体センサ１２は、ユーザの生体情報を検知するためのセンサであって、具体的に
は、脳波センサ、心拍（脈拍）センサ、発汗センサ、体温センサ、筋電センサ等により実
現される。また、上述した撮像部３も生体センサの一例として用いることが可能である。
具体的には、ＨＭＤ１がユーザに装着された状態において、ユーザの眼を撮像するよう内
側に向けて撮像レンズが設置されている場合、当該撮像レンズから取得される撮像画像に
基づいて、瞳孔の大きさ（生体情報の一例）や眼球運動が検出され得る。また、各種生体
センサ１２は、ＨＭＤ１に設けられる他、ＨＭＤ１とは別体に設けられ、ユーザに直接装
着されていてもよい。この場合、各種生体センサ１２は、検知した生体情報をＨＭＤ１に
送信する。
【００６２】
　ここで、各種生体センサ１２が検知する指標に基づいて取得され得る情報の一例を、下
記表２に示す。
【００６３】
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【表２】

【００６４】
　（スケジュール情報ＤＢ）
　スケジュール情報ＤＢ１３は、予め入力されたユーザのスケジュール情報を格納する。
【００６５】
　（ユーザ情報記録部）
　ユーザ情報記録部１４は、ユーザ情報記録制御部１０２による制御にしたがって、ユー
ザ情報取得部１０１で取得されたユーザ情報を記録する。
【００６６】
　（支援パターンＤＢ）
　支援パターンＤＢ１５は、支援内容決定部１０４が支援内容を決定する際に、ユーザの
好みに関する情報を収集するために利用される検索キーワードを関連付けて格納する。例
えば、「ハワイ」という用語に、「ワイキキ」、「ハワイアンジュエリー」、「キラウエ
ア火山」等のキーワードが関連付けて格納されている。
【００６７】
　（提示デバイス１６）
　提示デバイス１６は、実行部１０５による制御にしたがって、支援内容を直接的／間接
的に提示する。具体的には、提示デバイス１６は、図２に示すように、表示部２、照明部
４、および音声出力部５を含む。
【００６８】
　表示部２は、例えば液晶ディスプレイにより実現され、図１に示すように、ＨＭＤ１が
ユーザに装着された状態で、ユーザの両眼の直前、即ち通常の眼鏡におけるレンズが位置
する場所に、左眼用と右眼用の一対で配置される。また、表示部２は、実行部１０５の制
御にしたがって、スルー状態または非スルー状態としたり、画像を表示したりする。
【００６９】
　照明部４は、図１に示した発光部４ａとその発光部４ａを発光させる発光回路から成る
。照明部４における発光部４ａが図１に示したように前方に対する照明を行うものとして
取り付けられていることで、照明部４はユーザの視界方向に対する照明動作を行うことに
なる。
【００７０】
　音声出力部５は、図１に示した一対のイヤホンスピーカ５ａと、そのイヤホンスピーカ
５ａに対するアンプ回路を有する。また、音声出力部５は、いわゆる骨伝導スピーカとし
て構成されてもよい。音声出力部５は、主制御部１０－１による制御に従って、音声信号
データを出力（再生）する。
【００７１】
　以上、本実施形態によるＨＭＤ１の構成について具体的に説明した。続いて、本実施形
態による行動支援の動作処理について詳細に説明する。
【００７２】
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　　＜２－２．動作処理＞
　上述したように本実施形態によるＨＭＤ１は、ユーザの好みおよび好みレベルを判断し
、好みレベルに応じた方法で、ユーザの好みに応じた行動支援を行う。ここで、まず図４
～図７を参照して、ユーザの好みレベルの判断処理について具体的に説明する。
【００７３】
　（２－２－１．好みレベル判断処理）
　図４は、ユーザの好みレベルの一例である「パブリック」（他人に知られても構わない
好みレベル）および「プライベート」（他人に知られたくない好みレベル）を判断する動
作処理を示すフローチャートである。図４に示す動作処理は、定期的／不定期的に行われ
、好みレベルの判断が常に最新の状態にされていてもよい。
【００７４】
　図４に示すように、まず、ステップＳ１０３において、ＨＭＤ１の主制御部１０－１に
含まれる好み判断部１０３は、好みレベル判断処理のトリガを検出し、検索ワードを特定
する。好み判断部１０３は、定期的／不定期的に、ユーザ情報記録部１４に記録されるユ
ーザ情報から新たな（まだ好み判断を行っていない）キーワードが抽出された場合、好み
レベル判断処理のトリガを検出したと認識し、抽出したキーワードを検索ワードに特定す
る。ユーザ情報記録部１４に記録されるユーザ情報は、例えばスケジュール情報、撮像画
像に基づくユーザの視認対象情報、ユーザの発言を収音した音声入力情報、通信部９を介
して取得されるＳＮＳ／ブログへのユーザによる書込み情報、メール送信内容等である。
【００７５】
　次いで、ステップＳ１０６において、好み判断部１０３は、ユーザのＳＮＳ、ブログ、
メール等の情報から検索ワード「焼き芋」に関する書込みがあるか否かを判断する。ＳＮ
Ｓやブログ、メール等は、特定または不特定多数の他人に内容が公開されるものであるの
で、このような形式で検索ワード「焼き芋」についてユーザが自ら書き込んでいる場合、
「焼き芋」に関するユーザの思想は、他人に知られてもよいものであると判断される。
【００７６】
　検索ワード「焼き芋」に関する書込みがある場合（Ｓ１０９／Ｙｅｓ）、ステップＳ１
１２において、好み判断部１０３は、「焼き芋」の『好き度』を判断する。好み判断部１
０３による『好き度』の算出処理については、図５を参照して後述する。
【００７７】
　次に、ステップＳ１１５において、好み判断部１０３は、算出した『好き度』が閾値を
超えているか否かを判断する。
【００７８】
　次いで、『好き度』が閾値を超えている場合（Ｓ１１５／Ｙｅｓ）、ステップＳ１１８
において、好み判断部１０３は、検索ワード「焼き芋」についての書き込みがあったＳＮ
Ｓの公開相手や、検索ワード「焼き芋」についての書き込みがあったメールの送信相手の
情報を取得する。
【００７９】
　続いて、ステップＳ１２１において、好み判断部１０３は、「焼き芋」の好みレベルを
『パブリック』に設定する。上述したように、ＳＮＳ等は特定または不特定多数の他人に
内容が公開されるものであるので、ＳＮＳ等において検索ワード「焼き芋」についてポジ
ティブな内容をユーザが自ら書き込んでいる場合、「焼き芋」が好きであることは他人に
知られてもよいものであると判断される。
【００８０】
　次に、ステップＳ１２４において、好み判断部１０３は、上記Ｓ１１８で取得した公開
可能な相手をリスト（ホワイトリストとも称す）に追加する。
【００８１】
　一方、上記Ｓ１０９でＳＮＳ等に検索ワード「焼き芋」に関する書込みがなかった場合
（Ｓ１０９／Ｎｏ）、または、上記Ｓ１１５で算出した『好き度』が閾値を超えなかった
場合（Ｓ１１５／Ｎｏ）、ステップＳ１２７において、好み判断部１０３はネットの検索
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履歴等を検索する。具体的には、好み判断部１０３は、ユーザ情報記録部１４に記録され
ているユーザのネットショッピングの購入履歴、ネットの検索履歴、またはＷｅｂ閲覧先
等の情報から検索ワード「焼き芋」を検索する。
【００８２】
　次いで、ステップＳ１３０において、好み判断部１０３は、検索ワード「焼き芋」の購
入履歴、検索履歴、または閲覧履歴等が複数回あるか否かを判断する。
【００８３】
　次に、検索ワード「焼き芋」の購入履歴等が複数回ない場合（Ｓ１３０／Ｎｏ）、ステ
ップＳ１３３において、好み判断部１０３は、購入履歴、ネットの検索履歴、Ｗｅｂ閲覧
先、プライベートメモデータ等から、検索ワード「焼き芋」に関するユーザによる書込み
があるか否かを判断する。
【００８４】
　続いて、「焼き芋」に関する書込みがある場合（Ｓ１３０／Ｙｅｓ）、ステップＳ１３
６において、好み判断部１０３は、検索ワード「焼き芋」の『好き度』を算出する。好み
判断部１０３による『好き度』の算出処理については、図５を参照して後述する。
【００８５】
　次に、ステップＳ１３９において、好み判断部１０３は、算出した『好き度』が閾値を
超えているか否かを判断する。
【００８６】
　次いで、『好き度』が閾値を超えている場合（Ｓ１３９／Ｙｅｓ）、および上記Ｓ１３
０において「焼き芋」の購入履歴等が複数回ある場合（Ｓ１３０／Ｙｅｓ）、ステップＳ
１４２において、好み判断部１０３は、「焼き芋」の好みレベルを『プライベート』に設
定する。ネットショッピング履歴やプライベートメモデータ等は、内容が他人に非公開の
ものであるので、このような非公開の手段で検索ワード「焼き芋」についてポジティブな
内容をユーザが自ら書き込んでいる場合、「焼き芋」が好きであることは他人に知られた
くないものであると判断される。
【００８７】
　以上、本実施形態によるパブリックおよびプライベートを判断する処理について具体的
に説明した。次に、上記Ｓ１１２、Ｓ１３６における好み判断部１０３による『好き度』
の算出について、図５を参照して具体的に説明する。
【００８８】
　図５は、本実施形態による『好き度』の算出処理を示すフローチャートである。図５に
示すように、まず、ステップＳ２０３において、好み判断部１０３は、検索ワード「焼き
芋」が検出された文章を形態素解析する。具体的には、好み判断部１０３は、上記Ｓ１１
２における『好き度』算出の場合では、検索ワード「焼き芋」が検出されたＳＮＳやブロ
グ等の文章を解析し、上記Ｓ１３６における『好き度』算出の場合では、検索ワード「焼
き芋」が検出されたネット検索履歴やプライベートメモ等の文章を解析する。
【００８９】
　次いで、ステップＳ２０６において、好み判断部１０３は、形態素解析により分解した
単語の意味に基づいて、各単語のネガティブ／ポジティブを判断する。
【００９０】
　続いて、ステップＳ２０９において、好み判断部１０３は、ネガティブ／ポジティブ単
語の係り受けに基づいて文章全体のネガティブ／ポジティブを判断する。
【００９１】
　そして、ステップＳ２１２において、好み判断部１０３は、ネガティブ／ポジティブ単
語や、ネガティブ／ポジティブな言い回しの数、文章全体のネガティブ／ポジティブ、ま
た、各ネガティブ／ポジティブ度合いに応じて、『好き度』を数値化する。
【００９２】
　以上、上記Ｓ１１２、Ｓ１３６における好み判断部１０３による『好き度』の算出につ
いて詳細に説明した。続いて、好み判断部１０３による他の好みレベルの判断処理につい
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て図６を参照して説明する。
【００９３】
　図６は、ユーザの好みレベルの一例である「潜在」（潜在意識レベルで本人も自覚して
いない好みレベル）を判断する動作処理を示すフローチャートである。図６に示す処理は
、リアルタイムで取得した生体情報に基づいて行われる。また、本フローでは、生体情報
の一例として心拍数、発汗量（皮膚電気抵抗）、および瞳孔の大きさを用いているが、こ
の他脳波等を用いてもよい。
【００９４】
　図６に示すように、まず、ステップＳ１５３において、好み判断部１０３は、ユーザ情
報記録部１４に記録された、撮像レンズ３ａでユーザの視線方向を撮像した撮像画像に基
づいて、ユーザの視認対象を認識する。なお、ＨＭＤ１において、ユーザの眼を撮像する
よう内側に向けて他の撮像レンズが設けられている場合、好み判断部１０３は、ユーザの
眼の画像に基づくユーザの視線方向を考慮して、より正確にユーザの視認対象を認識する
ことができる。また、好み判断部１０３は、視認対象が人物の場合、顔認識等を行い、人
物の識別を行う。
【００９５】
　次に、ステップＳ１５６において、好み判断部１０３は、ユーザ情報記録部１４に記録
された、各種生体センサ１２の一例である心拍センサによりリアルタイムで検知されたユ
ーザの心拍数を取得する。
【００９６】
　次いで、ステップＳ１５９において、好み判断部１０３は、取得した心拍数が閾値を超
えるか否か判断する。
【００９７】
　次に、心拍数が閾値を超えない場合（Ｓ１５９／Ｎｏ）、ステップＳ１６２において、
好み判断部１０３は、ユーザ情報記録部１４に記録された、各種生体センサ１２の一例で
ある発汗センサによりリアルタイムで検知されたユーザの発汗量（皮膚電気抵抗値）を取
得する。
【００９８】
　次いで、ステップＳ１６５において、好み判断部１０３は、取得した皮膚電気抵抗値が
閾値以下か否か判断する。ここで、発汗量が多い程、皮膚電気抵抗値は低くなる。したが
って、皮膚電気抵抗値が閾値以下か否かを判断することで、発汗量が所定量以上（平常時
以上）であるか否かを判断することができる。
【００９９】
　続いて、皮膚電気抵抗値が閾値以下の場合（Ｓ１６５／Ｙｅｓ）、又は心拍数が閾値を
超える場合（Ｓ１５９／Ｙｅｓ）、ステップＳ１６８において、好み判断部１０３は、ユ
ーザ情報記録部１４に記録された、加速度センサ８による検知結果に基づいて過去所定時
間分（例えば数分から数十分）の運動量を取得する。
【０１００】
　次いで、ステップＳ１７１において、好み判断部１０３は、取得した運動量が閾値以下
か否か判断する。通常、運動量が多い程、汗が出たり心拍数が上がったりするので、運動
量が多い場合、検知した発汗量や心拍数のデータは本処理の『好き度』の算出に用いない
ためである。
【０１０１】
　次に、運動量が閾値以下の場合（Ｓ１７１／Ｙｅｓ）、ステップＳ１７４において、好
み判断部１０３は、心拍数および発汗量（皮膚電気抵抗）に応じて、上記Ｓ１５３で認識
した対象物（ユーザの視認対象）に対するユーザの緊張度を（一時的に）記録する。
【０１０２】
　次いで、ステップＳ１７７において、好み判断部１０３は、ユーザの瞳孔サイズに基づ
いて『好き度』を算出する。かかるユーザの瞳孔サイズに基づく『好き度』の算出処理に
ついては、図７を参照して後述する。
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【０１０３】
　次に、ステップＳ１７８において、好み判断部１０３は、算出した『好き度』に、上記
Ｓ１７４で記録した緊張度に応じた係数をかける。なお上記Ｓ１７１で、運動量が閾値を
上回ると判断されたために（Ｓ１７１／Ｎｏ）緊張度が記録されていない場合、好み判断
部１０３は、何ら係数はかけない。
【０１０４】
　続いて、ステップＳ１８０において、好み判断部１０３は、『好き度』が閾値を超えて
いるか否かを判断する。
【０１０５】
　そして、閾値を超えている場合、ステップＳ１８３において、好み判断部１０３は、認
識した対象物（ユーザの視認対象）の好みレベルを『潜在』に設定する。本処理では、心
拍数、発汗量、瞳孔の大きさといった、ユーザが顕在意識でコントロールすることができ
ない生体情報に基づいて、視認対象に対する『好き度』を算出し、好みであるか否かを判
断している。したがって、このように判断された好みは、ユーザ自身は気付いていない潜
在レベルでの好みであると言える。
【０１０６】
　以上、本実施形態による潜在レベルの好みを判断する処理について具体的に説明した。
次に、上記Ｓ１７７における瞳孔サイズに基づく『好き度』の算出について、図７を参照
して具体的に説明する。ここで、人間の瞳孔は、興味のある異性や物を見ているときに大
きくなることが、Ｃｈｉｃａｇｏ大学のＨｅｓｓらの一連の研究により知られている。し
たがって、本実施形態による好み判断部１０３は、瞳孔の大きさの変化に基づいて、ユー
ザが無意識に興味を示す（潜在意識レベルで好む）対象（物／人物）を推定することがで
きる。
【０１０７】
　図７は、本実施形態による瞳孔サイズに基づく『好き度』の算出処理を示すフローチャ
ートである。図７に示すように、まず、ステップＳ２３３において、好み判断部１０３は
、ユーザ情報記録部１４に記録された、過去所定時間分のユーザの瞳孔の大きさの変化を
取得する。ユーザの瞳孔の大きさの変化は、ＨＭＤ１において、ユーザの眼を撮像するよ
う内側に向けて設けられた撮像レンズ（不図示）により継続的に撮像されたユーザの眼の
画像に基づいて取得される。
【０１０８】
　次に、ステップＳ２３６において、好み判断部１０３は、ユーザ情報記録部１４に記録
された、過去所定時間分の環境光の大きさの変化を取得する。環境光の変化は、実世界情
報取得部１１の一例である照度センサ（不図示）に基づいて継続的に検知されてもよいし
、撮像レンズ３ａにより継続的に撮像された撮像画像に基づいて取得されてもよい。
【０１０９】
　次いで、ステップＳ２３９において、好み判断部１０３は、環境光の大きさの変化が閾
値以上であるか否かを判断する。
【０１１０】
　次に、環境光の大きさの変化が閾値以上である場合（Ｓ２３９／Ｙｅｓ）、ステップＳ
２４２において、好み判断部１０３は、『好き度』の算出数値として「０」を返す。すな
わち、人間の瞳孔は、通常、光の量に反応し、暗い所では大きく、明るい所で小さくなる
ので、環境光の変化によって瞳孔の変化が生じた場合、感情に反応した瞳孔の変化とは言
えないためである。
【０１１１】
　一方、環境光の大きさの変化が閾値を下回る場合（Ｓ２３９／Ｎｏ）、ステップＳ２４
５において、好み判断部１０３は、瞳孔が閾値以上開いたか否かを判断する。すなわち、
環境光の大きさの変化が小さいにも関わらず瞳孔の大きさが変化した場合、感情に反応し
た瞳孔の変化と言える。上述したように、人間の瞳孔は、興味のある異性や物を見ている
ときに大きくなるので、好み判断部１０３は、瞳孔が閾値以上開いたか否かを判断するこ
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とで、ユーザが視線対象を好んでいるか否かを判断することができる。
【０１１２】
　そして、瞳孔が閾値以上開いた場合（Ｓ２４５／Ｙｅｓ）、ステップＳ２４８において
、好み判断部１０３は、瞳孔の拡大量に応じて数値化（算出）した『好き度』を返す。
【０１１３】
　以上、本実施形態の好み判断部１０３による好みの判断と、好みレベル（パブリックレ
ベル、プライベートレベル、潜在レベル）の設定について、図４～図７を参照して具体的
に説明した。続いて、本実施形態による行動支援処理について図８～図１０を参照して説
明する。
【０１１４】
　（２－２－２．行動支援処理）
　本実施形態による行動支援処理では、一例として、好みレベルとユーザの周囲に人がい
るか否かといった環境をスコア化する。図８は、好みレベルとユーザの周囲に人がいるか
否かといった環境をスコア化した表の一例を示す図である。図８上段に示すスコア表は、
好みレベルをスコア化したＬＳ（Ｌｅｖｅｌ　Ｓｃｏｒｅ）表３１である。ＬＳ表３１に
示すように、例えばパブリックレベルＬ１のスコアを２、リミテッドパブリックレベルＬ
１’のスコアを１、プライベートレベルＬ２および潜在レベルＬ３のスコアを０とする。
【０１１５】
　図８下段に示すスコア表は、ユーザの周囲の人の状況をスコア化したＡＯＳ（Ａｒｏｕ
ｎｄ　Ｏｎｅ　Ｓｃｏｒｅ）表３２である。ＡＯＳ表３２に示すように、例えばユーザの
周囲に不特定多数の人がいる場合のスコアを２、特定範囲の人がいる場合のスコアを１、
人がいない、すなわちユーザが独りでいる場合のスコアを０とする。
【０１１６】
　図９および図１０は、第１の実施形態による行動支援処理を示すフローチャートである
。ここでは、ユーザの好みの一例として「焼き芋」を用いて、「焼き芋」に関する行動支
援（「焼き芋」の店の情報提示や「焼き芋」の店までの誘導等）を実行する際の処理につ
いて説明する。図９に示すように、まず、ステップＳ３０３において、支援内容決定部１
０４は、好み判断部１０３に設定された「焼き芋」の好みレベルのスコア（ＬＳ）を取得
する。
【０１１７】
　次に、ステップＳ３０６において、実行部１０５は、ユーザの周囲の人の状況のスコア
（ＡＯＳ）を取得する。ユーザの周囲の人の状況は、撮像レンズ３ａで撮像された撮像画
像の顔認識や、音声入力部６により収音された音声の話者認識等に基づいて認識され得る
。
【０１１８】
　次いで、ステップＳ３０９において、実行部１０５は、好みレベルのスコア（ＬＳ）が
ユーザの周囲の人の状況のスコア（ＡＯＳ）以上か否かを判断する。ＬＳがＡＯＳ以上で
はない場合（Ｓ３０９／Ｎｏ）、本実施形態による行動支援は行わない。すなわち、好み
レベルがリミテッドパブリックレベルＬ１’（ＬＳ＝１）や、プライベートレベルＬ２（
ＬＳ＝０）および潜在レベル（ＬＳ＝０）の場合に、ユーザの周囲に不特定多数の人が居
る場合（ＡＯＳ＝２）、本実施形態による行動支援は行わない。また、好みレベルがプラ
イベートレベルＬ２（ＬＳ＝０）および潜在レベル（ＬＳ＝０）の場合に、ユーザの周囲
に特定範囲の人が居る場合も（ＡＯＳ＝１）、本実施形態による行動支援は行わない。
【０１１９】
　続いて、ステップＳ３１２において、実行部１０５は、ユーザの周囲の人の状況のスコ
ア（ＡＯＳ）が０であるか否かを判断する。
【０１２０】
　次に、ユーザの周囲の人の状況のスコア（ＡＯＳ）が０である場合、すなわちユーザの
周囲に人がいない（ユーザが独りでいる）場合（Ｓ３１２／Ｙｅｓ）、ステップＳ３１５
において、実行部１０５は、好み判断部１０３により設定された「焼き芋」の好みレベル
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を取得する。
【０１２１】
　次いで、「焼き芋」の好みレベルが潜在レベルＬ３である場合（Ｓ３１８／Ｙｅｓ）、
ステップＳ３２１において、実行部１０５は、ユーザの集中度を取得する。ユーザの集中
度は、例えば各種生体センサ１２により検知される脳波や、ユーザの視線方向などに基づ
いて取得される。
【０１２２】
　そして、ユーザの集中度が閾値以下の場合（Ｓ３２４／Ｙｅｓ）、ステップＳ３２７に
おいて、実行部１０５は、支援内容決定部１０４により決定された支援内容（「焼き芋」
の店への誘導等）を、ユーザの潜在意識に働きかけるよう間接的に実行する。実行部１０
５による間接的な支援内容の実行方法については、後述の「２－３．間接的な行動支援方
法」において具体的に説明する。なお図９に示すフローでは、集中度が閾値以下の場合に
支援内容を実行することにより、より効果的に潜在意識への働きかけを行っているが、本
実施形態による行動支援処理は図９に示すフローに限定されず、例えば集中度を考慮せず
に支援内容を実行してもよい。
【０１２３】
　一方、上記Ｓ３１８において、好みレベルが潜在レベルＬ３ではない場合（Ｓ３１８／
Ｎｏ）、かつユーザの集中度が閾値以下であれば（Ｓ３３０、Ｓ３３３／Ｙｅｓ）、ステ
ップＳ３３６において、実行部１０５は、支援内容を直接的に実行する。好みレベルが潜
在レベルＬ３ではない場合とは、ここでは、好みレベルがプライベートレベルＬ２、リミ
テッドパブリックレベルＬ１’、またはパブリックレベルＬ１であることが想定される。
【０１２４】
　次に、上記Ｓ３１２において、ユーザの周囲の人の状況のスコア（ＡＯＳ）が０ではな
い場合、すなわちユーザの周囲に人がいる場合（Ｓ３１２／Ｎｏ）、図１０に示すステッ
プＳ３３９において、実行部１０５は「焼き芋」の好みレベルを取得する。
【０１２５】
　次いで、「焼き芋」の好みレベルがリミテッドパブリックレベルＬ１’である場合（Ｓ
３４２／Ｙｅｓ）、ステップＳ３４５において、実行部１０５は、ユーザの周囲にいる人
の情報（周囲にいる人が誰であるかを示す情報）を取得する。ユーザの周囲にいる人の情
報は、撮像レンズ３ａで撮像された撮像画像の顔認識や、音声入力部６により収音された
音声の話者認識等に基づいて認識され得る。
【０１２６】
　次に、ステップＳ３４８において、実行部１０５は、「焼き芋」の好みを知られてもよ
い相手を示すホワイトリストを取得する。当該ホワイトリストは、図４に示すステップＳ
１２４において公開可能な相手を追加することで作成されるリストである。
【０１２７】
　次いで、ステップＳ３５１において、実行部１０５は、ユーザの周囲にいる人が全員ホ
ワイトリストに含まれているか否かを判断する。
【０１２８】
　続いて、全員ホワイトリストに含まれている場合（Ｓ３５１／Ｙｅｓ）、ステップＳ３
５４において、実行部１０５は、現在のユーザにとって「焼き芋」に関する促進方向の行
動支援（「焼き芋」の店の情報提示や「焼き芋」の店までの誘導等）が利益的であるか否
かを判断する。例えば、ユーザの身体に害がある、経済的な損害を与える、ユーザがダイ
エット中である場合等は、「焼き芋」に関する促進方向の行動支援はユーザにとって不利
益であると判断する。
【０１２９】
　不利益であると判断した場合（Ｓ３５４／Ｎｏ）、ステップＳ３６０において、実行部
１０５は、抑制方向の支援内容を直接的に実行する。抑制方向の支援内容とは、「焼き芋
」の存在をユーザに気付かせない支援であって、具体的には、例えば「焼き芋」の店を避
ける道に誘導する内容等である。
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【０１３０】
　一方、利益であると判断した場合（Ｓ３５４／Ｙｅｓ）、ステップＳ３５７において、
実行部１０５は、促進方向の支援内容を直接的に実行する。促進方向の支援内容とは、「
焼き芋」の存在をユーザに気付かせる支援であって、具体的には、例えば「焼き芋」の店
を通る道に誘導する内容等である。
【０１３１】
　続いて、上記ステップＳ３４２でリミテッドパブリックレベルＬ１’ではないと判断さ
れた場合（Ｓ３４２／Ｎｏ）、ステップＳ３６３において、実行部１０５は、（促進方向
の）支援内容を直接的に実行する。なお好みレベルがリミテッドパブリックレベルＬ１’
ではない場合とは、ここでは、好みレベルがパブリックレベルＬ１であることが想定され
る。
【０１３２】
　　＜２－３．間接的な行動支援方法＞
　次に、ユーザの潜在意識に働きかける間接的な行動支援方法の一例について図１１～図
１２を参照して説明する。
【０１３３】
　図１１は、実空間を撮像した撮像画像の一部を変化して提示することで間接的な行動支
援を行う場合の一例を示す図である。ここでは、実行部１０５は、左右に道が分かれる状
況において、右側の道Ｄ２をユーザに無意識に選択させるという行動支援を行う。
【０１３４】
　具体的には、実行部１０５は、図１１左に示すように、撮像画像に写る左側の道Ｄ１が
上り坂に見えるよう画像の一部（領域２２）を変形した画像Ｐ２を生成し、表示部２に表
示する。この場合、ユーザは、無意識に上り坂（左側の道Ｄ１）よりも平地（右側の道Ｄ
２）を選択する傾向があるので、実行部１０５は、自然でストレスの少ない支援を行うこ
とができる。
【０１３５】
　また、実行部１０５は、図１１右に示すように、撮像画像に写る左側の道Ｄ１が暗く見
えるよう画像の一部（領域２３）の明度を変化させた画像Ｐ３を生成し、表示部２に表示
する。この場合、ユーザは、無意識に暗い道（左側の道Ｄ１）よりも明るい道（右側の道
Ｄ２）を選択する傾向があるので、実行部１０５は、自然でストレスの少ない支援を行う
ことができる。
【０１３６】
　図１２は、地図画像の一部を変化して提示することで間接的な行動支援を行う場合につ
いて説明するための図である。図１２左に示す地図画像Ｐ４は、実行部１０５による画像
処理前の画像である。地図画像Ｐ４を見た場合、通常、ユーザは、現在地Ｓから目的地Ｇ
までの道が最短距離となるルートＲ１を選択する。
【０１３７】
　しかしながら、支援内容決定部１０４が、ルートＲ１ではなく、ユーザが潜在的に好む
と判断された物が提供されている店舗２４の前を通るルートＲ２にユーザを誘導するとい
う行動支援内容に決定した場合、実行部１０５は、図１２右に示す地図画像Ｐ５を生成す
る。
【０１３８】
　具体的には、実行部１０５は、元画像である地図画像Ｐ４の一部を歪めて、ルートＲ２
が、現在地Ｓから目的地Ｇまでの最短距離のように見え、ルートＲ１は、ルートＲ２より
長い距離であるように見える地図画像Ｐ５を生成して表示部２に表示する。また、図１２
右に示す地図画像Ｐ５は、ルートＲ２の道幅が他の道幅より太くなるよう変形されている
。この場合、ユーザは、目的地Ｇまでの距離が長く見えるルートＲ１よりも、目的地Ｇま
での距離が最短に見え、また、幹線道路のように道幅の広いルートＲ２を無意識に選択す
る傾向があるので、実行部１０５は、自然でストレスの少ない支援を行うことができる。
【０１３９】
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　　＜＜３．第２の実施形態＞＞
　以上説明した第１の実施形態による行動支援装置は、個人の行動支援が主であったが、
本開示による行動支援装置は個人の行動支援に限定されず、例えば別々に行動している複
数人に対して、それぞれの関係性に基づいて最適な行動支援を行う行動支援システムも実
現可能である。以下、図１３～図１６を参照して具体的に説明する。
【０１４０】
　　＜３－１．全体構成＞
　図１３は、第２の実施形態による行動支援システムの全体構成を説明するための図であ
る。図１３に示すように、行動支援システムは、複数のＨＭＤ１Ａ、１Ｂ、および行動支
援サーバ５０（本開示による行動支援装置の一例）を含む。複数のＨＭＤ１Ａ、１Ｂは、
それぞれ異なるユーザ６０Ａ、６０Ｂに装着されている。また、複数のＨＭＤ１Ａ、１Ｂ
は、ネットワーク２０を介して行動支援サーバ５０と無線接続し、データの送受信を行う
。なおネットワーク２０には、ＳＮＳ／ブログサーバ３０および環境情報サーバ４０等の
各種サーバが接続され得る。
【０１４１】
　行動支援サーバ５０は、ＨＭＤ１Ａからユーザ６０Ａの情報を取得し、また、ＨＭＤ１
Ｂからユーザ６０Ｂの情報を取得し、各ユーザ情報に基づいて二人の関係性に応じた行動
支援を実行するようＨＭＤ１Ａ、１Ｂを制御する。例えば、未婚の男女で互いの好みがマ
ッチする組み合わせを見つけ、二人が自然に出会うよう、ＨＭＤ１Ａ、１Ｂで同じ店や場
所に間接的に誘導することで、二人が出会う確率を高めることができる。
【０１４２】
　また、行動支援サーバ５０は、ユーザ６０Ａ、６０Ｂが互いにやりとりしているメール
の内容や、ＳＮＳまたはブログでの書き込み、二人の共通の友人の書き込み等から二人の
関係の良し悪しを判断することも可能である。これにより、例えば二人が喧嘩している（
関係が悪い）と判断した場合、行動支援サーバ５０は、互いが鉢合わせしないよう、ＨＭ
Ｄ１Ａ、１Ｂで、別々の道や場所、店等に間接的に誘導する。一方、仲が良い（関係が良
好）と判断した場合、行動支援サーバ５０は、互いを引き合わせるよう、ＨＭＤ１Ａ、１
Ｂで、同じ道や場所、店等に間接的に誘導する。
【０１４３】
　以上、第２の実施形態による行動支援システムの概要について説明した。続いて、本実
施形態による行動支援システムに含まれる行動支援サーバ５０の構成について図１４を参
照して説明する。なおＨＭＤ１Ａ、１Ｂの構成は第１実施形態において説明したＨＭＤ１
の構成と同様であるのでここでの説明は省略する。
【０１４４】
　　＜３－２．行動支援サーバ５０の構成＞
　図１４は、第２の実施形態による行動支援サーバ５０の構成の一例を示すブロック図で
ある。図１４に示すように、行動支援サーバ５０（行動支援装置の一例）は、主制御部５
１、通信部５２、ユーザ情報記録部５４、および支援パターンＤＢ（データベース）５５
を含む。また、各ユーザの関係性に応じた行動支援を行う場合、行動支援サーバ５０は、
さらに関係性判断部５１６を含んでいてもよい。
【０１４５】
　（主制御部）
　主制御部５１は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ）、不揮発性メモリ、インタフェース部を備えたマイクロコンピュータに
より構成され、行動支援サーバ５０の各構成を制御する。
【０１４６】
　具体的には、本実施形態による主制御部５１は、図１４に示すように、ユーザ情報取得
部５１１、ユーザ情報記録制御部５１２、好み判断部５１３、支援内容決定部５１４、お
よび実行部５１５として機能する。
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【０１４７】
　ユーザ情報取得部５１１は、ユーザに関する情報を、通信部５２を介して、各ＨＭＤ１
Ａ、１Ｂから取得する。各ＨＭＤ１Ａ、１Ｂは、それぞれユーザ情報記録部１４に記録さ
れているユーザ情報を、通信部９を介して行動支援サーバ５０に送信する。
【０１４８】
　ユーザ情報記録制御部５１２は、ユーザ情報取得部５１１により取得されたユーザ情報
（性別、年齢、既婚／未婚といった属性情報や現在位置情報等も含む）をユーザ情報記録
部５４に記録するよう制御する。
【０１４９】
　好み判断部５１３は、ユーザ情報記録部５４に記録されている各ユーザ情報に基づいて
、各ユーザ６０Ａ、６０Ｂの好みを判断する。具体的には、好み判断部１０３は、ユーザ
の趣味嗜好といった好みや、異性の好みを判断する。かかる好みは、ＳＮＳやブログへの
ユーザによる書込み等に基づいて、ユーザが自ら意識している好み（パブリックレベル、
プライベートレベルの好み）の他、ユーザが意識していない潜在意識レベルの好みも判断
され得る。
【０１５０】
　関係性判断部５１６は、ユーザ情報記録部５４に記録されている各ユーザ情報に基づい
て、各ユーザの関係性の良し悪しを判断する。具体的には、関係性判断部５１６は、各ユ
ーザのＳＮＳやブログ、メール等の書き込み内容を解析し、ユーザ同士の関係（仲が良い
／悪い（喧嘩中）、プライベートの友人関係、仕事関係等）を判断する。
【０１５１】
　支援内容決定部５１４は、好み判断部５１３により判断された各ユーザの好みに基づい
て、趣味嗜好が一致する組み合わせや、互いに異性の好みが一致する未婚の異性の組み合
わせを特定し、特定した組み合わせの二人（または二人以上）が出会うよう二人の行動を
支援する内容に決定する。
【０１５２】
　この際、支援内容決定部５１４は、ユーザ情報に含まれる生体情報や属性情報等から各
ユーザの状態を考慮した上で、支援パターンＤＢ５５を参照し、二人が出会う場所の情報
を検索するための検索キーワードを抽出してもよい。例えば、互いの異性の好みが一致し
、同じ好み（例えば「酒」）を有するユーザ６０Ａ、６０Ｂが出会うよう二人の行動支援
する内容に決定する場合、支援内容決定部５１４は、ユーザ情報記録部５４に記録されて
いるユーザ情報と、好み判断部５１３により判断された好みに基づいて、以下のように検
索キーワードを抽出する。
【０１５３】
　まず、支援内容決定部５１４は、ユーザ６０Ａのユーザ情報に基づいて、ユーザ６０Ａ
は未婚の男性であって、リアルタイムで検知された生体情報に基づくと現在仕事のストレ
スが溜まっている状態であり、また、現在地がＸ地区であることを把握する。一方、支援
内容決定部５１４は、ユーザ６０Ｂのユーザ情報に基づいて、ユーザ６０Ｂは未婚の女性
であって、リアルタイムで検知された生体情報に基づくと現在仕事で疲れが溜まっている
状態であり、また、現在地がＹ地区であることを把握する。
【０１５４】
　この場合、支援内容決定部５１４は、「酒」「女性」「疲れ」「一人」「Ｘ地区」「Ｙ
地区」という状況から、支援パターンＤＢ５５を参照し、「女性一人で気軽に入れるバー
／飲み屋」「Ｘ地区およびＹ地区から近い」といった検索キーワードを抽出し、当該検索
キーワードを用いて二人を引き合わせる場所の情報を収集する。
【０１５５】
　また、支援内容決定部５１４は、関係性判断部５１６により判断された各ユーザの関係
性に応じて、特定のユーザ同士を引き合わせる、または特定のユーザ同士が出会わないよ
う支援する内容に決定することも可能である。
【０１５６】
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　実行部５１５は、支援内容決定部５１４により決定された支援内容を、各ＨＭＤ１Ａ、
１Ｂの提示デバイス１６で実行させるための制御信号を生成し、通信部５２を介して各Ｈ
ＭＤ１Ａ、１Ｂに送信する。この際、実行部５１５は、二人が出会うための行動であるこ
とを各ユーザに意識させずに、自然に出会うための行動を選択するよう各ユーザの潜在意
識に働きかける間接的な方法を用いる。このような間接的な方法の一例を、図１５を参照
して説明する。
【０１５７】
　図１５は、第２の実施形態による間接的な行動支援の一例を説明するための図である。
図１５に示すように、ユーザ６０Ａ、６０Ｂが閲覧しているＷｅｂ画面Ｐ６のバナー広告
スペース２６Ａ、２６Ｂやストリーミング放送の広告スペースに、特定の同じバーの広告
を表示させる。Ｗｅｂ画面Ｐ６は、ＨＭＤ１の表示部２に表示されてもよいし、ＨＭＤ１
とペアリングされたユーザのスマートフォンや携帯電話端末、ＰＣ端末等の表示部に表示
されてもよい。これにより、ユーザ６０Ａ、６０Ｂは、二人が出会うための行動であるこ
とを意識せずに、仕事の疲れやストレスが溜まっている状況下において仕事帰りに広告の
バーにでも寄ろうかという気持ちが起き、無意識に決めたバーで互いの好みが一致した異
性と出会うことができる。
【０１５８】
　（通信部）
　通信部５２は、外部機器との間でのデータの送受信を行う。本実施形態による通信部５
２は、ＨＭＤ１Ａ、１Ｂと直接、またはネットワーク２０を介して通信する。
【０１５９】
　（ユーザ情報記録部）
　ユーザ情報記録部５４は、ユーザ情報記録制御部５１２による制御にしたがって、ユー
ザ情報取得部５１１で取得された各ユーザのユーザ情報を記録する。
【０１６０】
　（支援パターンＤＢ）
　支援パターンＤＢ５５は、支援内容決定部５１４が支援内容を決定する際の情報収集に
利用される検索キーワードを関連付けて格納する。例えば、「酒」「女性」「疲れ」「一
人」「～地区」という用語に、「女性一人で気軽に入れるバー／飲み屋」「～地区から近
い」等のキーワードが関連付けて格納されている。
【０１６１】
　　＜３－３．動作処理＞
　以上、第２の実施形態による行動支援サーバ５０の構成について説明した。次に、本実
施形態による行動支援処理について図１６を参照して具体的に説明する。
【０１６２】
　図１６は、第２の実施形態による行動支援処理を示すフローチャートである。図１６に
示す動作処理は、定期的／不定期的に行われる。
【０１６３】
　図１６に示すように、まず、ステップＳ４０３、Ｓ４０６において、各ＨＭＤ１Ａ、１
Ｂは、各ユーザ情報記録部１４に格納されるユーザ情報（ＳＮＳ、ブログ、メール等の書
き込み内容やスケジュール情報、現在位置情報、ユーザ属性情報等）を行動支援サーバ５
０に送信する。
【０１６４】
　次に、ステップＳ４０９において、行動支援サーバ５０は、各ＨＭＤ１Ａ、１Ｂから取
得したユーザ情報に基づいて、好み判断部５１３により各ユーザの好みを判断、または関
係性判断部５１６により各ユーザの関係性を判断する。
【０１６５】
　次いで、ステップＳ４１２において、行動支援サーバ５０の支援内容決定部５１４は、
好み判断部５１３により判断された各ユーザの好みに応じて、または、関係性判断部５１
６により判断された各ユーザの関係性に応じて、各ユーザの行動支援内容を決定する。具
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体的には、例えば支援内容決定部５１４は、異性の好みが一致する複数のユーザが出会う
よう各ユーザの行動を支援する内容に決定する。また、支援内容決定部５１４は、関係性
が良い複数のユーザが所定距離内に居る場合、当該ユーザが出会うよう各ユーザの行動を
支援する内容に決定し、関係性が悪い複数のユーザが所定距離内に居る場合、当該ユーザ
が出会わないよう各ユーザの行動を支援する内容に決定する。
【０１６６】
　続いて、ステップＳ４１５において、行動支援サーバ５０の実行部５１５は、支援内容
決定部５１４により決定された行動支援内容を、各ＨＭＤ１Ａ、１Ｂの提示デバイス１６
で間接的に実行するための制御信号を生成する。
【０１６７】
　次に、ステップＳ４１８、Ｓ４２１において、行動支援サーバ５０の通信部５２は、実
行部５１５により生成された制御信号を各ＨＭＤ１Ａ、１Ｂに送信する。
【０１６８】
　次いで、ステップＳ４２４、Ｓ４２７において、各ＨＭＤ１Ａ、１Ｂは、行動支援サー
バ５０から送信された制御信号にしたがって提示デバイス１６により行動支援内容を間接
的に実行する。
【０１６９】
　以上説明したように、第２の実施形態による行動支援システムでは、複数のユーザの異
性の好みや関係性に応じて、各ユーザが互いに出会うよう、または出会わないよう複数の
ユーザの行動を支援することで、ユーザは、より快適な生活を送ることができる。また、
このような行動支援の方法を、ユーザの潜在意識に働きかけるよう間接的に行うことで、
直接的なアドバイスの提示による煩わしさやストレスを解消し、ユーザが無意識のうちに
より快適な生活を送ることができる。
【０１７０】
　　＜＜４．第３の実施形態＞＞
　以上説明した第２の実施形態では、ユーザの好みを判断し、ユーザの好みに応じた行動
支援内容に決定し、また、ユーザの好みレベルに応じた方法で行動支援内容を実行してい
る。特に、ユーザの潜在意識に働きかけるよう間接的に行動支援を行うことで、ユーザに
ストレスを与えずに自然に行動支援を行うことができる。ここで、本開示による行動支援
装置は、上述した各実施形態に限定されず、例えばユーザがこれから行う行動を推定した
上で、その行動に伴う不利益を避けるよう間接的に支援する行動支援装置も実施可能であ
る。これにより、ユーザは、明確な目的を入力する手間をかけずに、また、煩わしいアド
バイス等を受けることなく、より安全で快適な生活を送ることができる。
【０１７１】
　　＜４－１．ＨＭＤ１００の構成＞
　図１７は、第３の実施形態によるＨＭＤ１００（行動支援装置の一例）の構成を示すブ
ロック図である。図１７に示すように、ＨＭＤ１００は、主制御部１０－２、実世界情報
取得部１１、各種生体センサ１２、スケジュール情報ＤＢ１３、ユーザ情報記録部１４、
支援パターンＤＢ１５、および提示デバイス１６を含む。実世界情報取得部１１、各種生
体センサ１２、スケジュール情報ＤＢ１３、ユーザ情報記録部１４、支援パターンＤＢ１
５、および提示デバイス１６の機能は、第１の実施形態と同様であるので、ここでの説明
は省略する。
【０１７２】
　主制御部１０－２は、図１７に示すように、ユーザ情報取得部１０１、ユーザ情報記録
制御部１０２、ユーザ行動推定部１０７、支援内容決定部１０８、および実行部１０９と
して機能する。ユーザ情報取得部１０１およびユーザ情報記録制御部１０２の機能は、第
１の実施形態と同様であるのでここでの説明は省略する。
【０１７３】
　ユーザ行動推定部１０７は、ユーザ情報記録部１４に記録されたユーザのスケジュール
情報、ＳＮＳ、ブログ、メール、チャットツール等のコミュニケーションツールから得ら
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れた情報に基づいて、ユーザの未来の行動を推定する。例えば、２０１３年６月１４日の
送信メールから「明日夜１０時頃に横浜に着くよ」「直接家に行くからね」という内容が
見つかった場合、ユーザ行動推定部１０７は、２０１３年の６月１５日の夜１０時に、ユ
ーザは横浜駅から送信相手の家に行くという未来の行動を推定できる。
【０１７４】
　支援内容決定部１０８は、ユーザ行動推定部１０７で推定されたユーザの未来の行動に
おいて想定される不利益な状況を避ける行動（利益的な行動）を支援する内容に決定する
。この際、支援内容決定部１０８は、ユーザ情報記録部１４に記録されたユーザの現在の
状態や、ユーザの属性情報等、および実世界情報取得部１１により取得された実世界の情
報（危険地帯の情報等）に基づいて、ユーザにとって不利益な状況を想定することができ
る。
【０１７５】
　例えば、支援内容決定部１０８は、ユーザの属性情報から「若い女性」、推定された行
動の内容から「夜１０時」「横浜駅」、実世界情報から「雨」、ユーザの現在の状態から
「徒歩」といった検索キーワードを特定し、支援パターンＤＢ１５を参照して関連キーワ
ードを抽出する。支援内容決定部１０８は、特定した検索キーワードと抽出した関連キー
ワードを用いて「横浜駅、治安、安全な通り」「横浜駅、明るい通り」「横浜駅、雨、水
たまり」といったキーワードでネットワーク上のニュースサイト、掲示板、ＳＮＳ等にア
クセスして情報を収集する。これにより、支援内容決定部１０８は、治安のよい／悪い通
りの位置や、明るい／暗い通りの位置、および水たまりができやすい場所等を特定するこ
とできる。そして、支援内容決定部１０８は、治安の悪い通りや暗い道、水たまりのでき
やすい場所等を避けるルートを支援する内容に決定することで、ユーザの未来の行動にお
いて想定される不利益な状況を避ける支援を行うことができる。ここで、図１８を参照し
て支援内容決定部１０８による支援内容の決定の一例について説明する。
【０１７６】
　図１８は、第３の実施形態におけるルート支援について説明するための図である。図１
８に示すように、ユーザが現在地Ｓ（例えば横浜駅）から目的地Ｇ（例えば友人宅）まで
行くことが推定された場合、支援内容決定部１０８は、ネットワーク上から現在地Ｓ付近
の情報を収集し、暗くて治安のよくない通り２７や水たまりができやすい場所２８を特定
する。そして、支援内容決定部１０８は、暗くて治安のよくない通り２７および水たまり
ができやすい場所２８を回避するルートＲ３にユーザを誘導する支援内容に決定する。
【０１７７】
　なおネットワーク上から収集した情報の信ぴょう性を高めるために、支援内容決定部１
０８は、検索結果が複数ある場合には多数決をとったり、古い情報よりも新しい情報の方
が信ぴょう性が高くなるように重み付けをしてもよい。
【０１７８】
　実行部１０９は、支援内容決定部１０８により決定された支援内容を実行するよう提示
デバイス１６を制御する。ここで、実行部１０９は、ユーザの潜在意識に働きかけるよう
間接的に支援内容を実行することで、直接的なアドバイスの提示による煩わしさやストレ
スを解消し、ユーザは無意識のうちにより快適で安全な生活を送ることができる。
【０１７９】
　　＜４－２．動作処理＞
　次に、図１９を参照して本実施形態による動作処理について説明する。図１９は、第３
の実施形態による行動支援装置の動作処理を示すフローチャートである。図１９に示すよ
うに、まず、ステップＳ５０３において、ユーザ情報取得部１０１は、ユーザ情報を取得
し、ユーザ情報記録制御部１０２により、取得したユーザ情報をユーザ情報記録部１４に
記録する。ここで、ユーザ情報とは、ＳＮＳ、ブログ、メール等の書き込み内容や、ユー
ザの属性情報、現在位置情報等である。
【０１８０】
　次に、ステップＳ５０６において、ユーザ行動推定部１０７は、ユーザ情報記録部１４
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に記録されているユーザ情報に基づいて、ユーザの未来の行動を推定する。例えば、ユー
ザの現在位置が横浜駅であって、現在時刻が夜１０時頃であり、昨日ユーザが送信したメ
ールに「明日夜１０時に横浜に着くよ。直接家に行くね」といった書込みがある場合、ユ
ーザがメールの送信相手の家に行くことが推定される。ここでメールの送信相手の家（友
人宅）の場所については、アドレス帳データに登録されている住所情報に基づいて特定さ
れ得る。
【０１８１】
　次いで、ステップＳ５０９において、支援内容決定部１０８は、推定されたユーザの未
来の行動において想定される不利益な状況を避ける行動（利益的な行動）を支援する内容
に決定する。例えば支援内容決定部１０８は、現在地の横浜駅から友人宅まで、暗くて治
安の悪い道を避けるルートで誘導する支援内容に決定する。
【０１８２】
　そして、ステップＳ５１２において、実行部１０９は、決定された支援内容を実行する
。この際、実行部１０９は、ユーザの潜在意識に働きかけるよう間接的に支援内容を実行
することで、直接的なアドバイスの提示による煩わしさやストレスを解消し、ユーザは無
意識のうちにより快適で安全な生活を送ることができる。
【０１８３】
　以上、本実施形態による動作処理について具体的に説明した。なお支援内容決定部１０
８は、治安のよい／悪いに限らず、環境情報に基づいてユーザがより快適に過ごせるルー
トで誘導する支援内容に決定することも可能である。具体的には、例えば気温／湿度に基
づいて、暑さ／寒さや不快指数を特定したり、風力／風向きに基づいて、ビル風の強いエ
リアや、そよ風が気持ちいいエリアを特定したりすることで、ユーザがより快適に過ごせ
るルートに誘導する支援内容に決定することができる。
【０１８４】
　　＜４－３．応用例＞
　上述した第３の実施形態は個人の行動支援が主であるが、本開示による行動支援装置は
個人の支援に限定されず、複数のユーザに対して、それぞれの関係性に基づいて、推測さ
れる未来の行動に伴う不利益を避けるよう支援を行う行動支援システムも実現可能である
。具体的には、図２０に示すように、ユーザ６０Ａに装着されるＨＭＤ１００Ａと、ユー
ザ６０Ｂに装着されるＨＭＤ１００Ｂと、行動支援サーバ５００を含む行動支援システム
により実現され得る。
【０１８５】
　行動支援サーバ５００は、図２０に示すように、通信部５２、主制御部５１’、および
関係性リストＤＢ５６を含む。主制御部５１’は、ＨＭＤ１００Ａ、１００Ｂから通知さ
れた関係性リストに基づいて、関係性リストＤＢ５６に格納されるデータの更新を行う。
また、主制御部５１’は、一のＨＭＤ１００から通知されたユーザの行動予定を、他のＨ
ＭＤ１００に通知する。
【０１８６】
　　（動作処理）
　続いて、図２１～図２２を参照して本実施形態による動作処理について説明する。図２
１および図２２は、第３の実施形態の応用例による行動支援システムの動作処理を示すフ
ローチャートである。ここでは、一例として、関係性が悪い複数のユーザが、それぞれ推
測される未来の行動において互いに鉢合わせしないよう支援する。複数のユーザの関係性
については、各ＨＭＤ１００Ａ、１００Ｂの主制御部１０－２が、第２の実施形態による
関係性判断部５１６と同様の機能を有することで、判断し得る。
【０１８７】
　図２１に示すように、まず、ステップＳ６０３、Ｓ６０９において、各ＨＭＤ１００Ａ
、１００Ｂは、ＳＮＳ、ブログ、メール等の書き込み内容に基づいて、関係性が悪い他の
ユーザを推定してリストに保持する。
【０１８８】
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　次いで、ステップＳ６０６、Ｓ６１１において、各ＨＭＤ１００Ａ、１００Ｂは、リス
トを行動支援サーバ５００に送信する。各ＨＭＤ１００Ａ、１００Ｂは上記処理（Ｓ６０
３～Ｓ６１１）を定期的／不定期的に行う。
【０１８９】
　次に、ステップＳ６１２において、行動支援サーバ５００は、各ＨＭＤ１００Ａ、１０
０Ｂから送信されたリストに応じて、関係性リストＤＢ５６を更新する。これにより、関
係性リストＤＢ５６に格納されている各ユーザの関係性を示すリストを常に最新状態にす
ることができる。
【０１９０】
　次いで、ステップＳ６１５、Ｓ６１８において、各ＨＭＤ１００Ａ、１００Ｂは、リス
トに載る関係性が悪い他ユーザの一定時間内の行動予定を取得する。他ユーザの行動予定
は、他ユーザが装着しているＨＭＤから取得してもよいし、行動支援サーバ５００から取
得してもよい。具体的には、例えばＨＭＤ１００Ａは、ＨＭＤ１００Ａの利用者であるユ
ーザ６０Ａと関係性が悪いユーザ６０Ｂの行動予定を行動支援サーバ５００から取得する
。
【０１９１】
　続いて、ステップＳ６２１、Ｓ６２４において、各ＨＭＤ１００Ａ、１００Ｂは、ユー
ザの行動予定と、他リストに載る他ユーザの行動予定とを照合する。具体的には、例えば
ＨＭＤ１００Ａは、ユーザ６０Ａの行動予定をユーザ行動推定部１０７により推定し、支
援内容決定部１０８により、推定されたユーザ６０Ａの行動予定と上記Ｓ６１５で取得し
たユーザ６０Ｂの行動予定とを照合する。
【０１９２】
　次に、ステップＳ６２７、Ｓ６３０において、各ＨＭＤ１００Ａ、１００Ｂは、同時刻
に所定距離内の行動予定があるか否かを判断する。具体的には、例えばＨＭＤ１００Ａは
、支援内容決定部１０８により、ユーザ６０Ａとユーザ６０Ｂの行動予定に、同時刻に所
定距離内となる行動予定が含まれているか否かを判断する。
【０１９３】
　次いで、同時刻に所定距離内の行動予定があると判断された場合（Ｓ６２７／Ｙｅｓ、
Ｓ６３０／Ｙｅｓ）、図２２に示すステップＳ６３３、Ｓ６３６において、各ＨＭＤ１０
０Ａ、１００Ｂは、ユーザが他ユーザと鉢合わせにならないルートを支援する。具体的に
は、例えばＨＭＤ１００Ａの支援内容決定部１０８は、同時刻に所定距離内の行動予定が
ある場合、ユーザ６０Ａがユーザ６０Ｂと会ってしまう可能性が高いので、関係性の悪い
両者が会わないよう、ユーザ６０Ａにユーザ６０Ｂと会わないための行動を支援する内容
に決定する。そして、実行部１０９により、決定された行動支援内容を実行する。この際
、実行部１０９は、ユーザの潜在意識に働きかけるよう間接的に支援内容を実行すること
で、直接的なアドバイスの提示による煩わしさやストレスを解消し、ユーザは無意識のう
ちに関係性の悪い他ユーザを避けた行動をとることができる。
【０１９４】
　次に、ステップＳ６３９、Ｓ６４２において、各ＨＭＤ１００Ａ、１００Ｂは、ユーザ
の行動予定の変更を行動支援サーバ５００に送信する。
【０１９５】
　次いで、ステップＳ６４６において、行動支援サーバ５００の主制御部５１’は、行動
予定の変更が送信されたユーザに対応する関係性リストを、関係性リストＤＢ５６から取
得する。具体的には、例えば主制御部５１’は、ＨＭＤ１００Ａからユーザ６０Ａの行動
予定の変更が送信された場合、ユーザ６０Ａと他ユーザの関係性を示す関係性リストを関
係性リストＤＢ５６から取得する。
【０１９６】
　そして、ステップＳ６４９において、行動支援サーバ５００の主制御部５１’は、取得
したリストに載る他ユーザに対して、ユーザの行動予定変更を通知する。かかる行動予定
変更の通知により、上記Ｓ６１５、Ｓ６１８において、各ＨＭＤ１００Ａ、１００Ｂは、
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他ユーザの新たな行動予定を取得することができる。例えば、行動支援サーバ５００の主
制御部５１’は、ユーザ６０Ａと他ユーザの関係性リストに載るユーザ６０Ｂに対して、
ユーザ６０Ａの行動予定変更を通知することで、ユーザ６０Ｂに装着されたＨＭＤ１００
Ｂは、他ユーザ６０Ａの新たな行動予定を取得することができる。
【０１９７】
　以上、第３の実施形態の応用例による行動支援システムについて具体的に説明した。か
かる行動支援システムによれば、各ユーザの未来の行動予定を推定した上で、各ユーザの
関係性の良し悪しに応じて、ユーザと他ユーザが出会わない、または出会うようにユーザ
の行動を支援することができる。なお、上記図２１に示すステップＳ６０３、Ｓ６０９の
処理（ユーザと関係性が悪い他のユーザのリスト化）は、ＨＭＤ１００Ａ、１００Ｂとは
非同期に定期的に行動支援サーバ５００側で行ってもよい。
【０１９８】
　　＜＜５．まとめ＞＞
　上述したように、本開示の実施形態による行動支援装置は、ユーザの好みのレベルに応
じた方法でユーザの好みに対応する支援内容を実行することができる。
【０１９９】
　具体的には、上記第１の実施形態では、例えばユーザの好みのレベルが他人に非公開の
プライベートレベルまたはユーザ本人も自覚していない潜在レベルの場合、ユーザの潜在
意識に働きかけるよう間接的に行動支援することで、行動支援によるユーザのストレスや
負担を省くことができる。
【０２００】
　また、上記第２の実施形態によれば、複数のユーザに対して各ユーザの異性の好みがマ
ッチする組み合わせを見つけ、二人が自然に出会うよう間接的に誘導する行動支援を行う
ことができる。また、上記第２の実施形態によれば、複数のユーザに対して、各ユーザの
関係性の良し悪しに応じて、複数のユーザが自然に出会うよう、または自然に出会わない
よう間接的に誘導する行動支援を行うことができる。
【０２０１】
　さらに、上記第３の実施形態によれば、ユーザの未来の行動を推定し、推定した行動に
伴う不利益を回避するための支援を行うことができる。この際、ユーザの潜在意識に働き
かけるよう間接的に行動支援することで、ユーザは無意識に、アドバイス等の提示による
ストレスなく、より快適な生活を送ることができる。
【０２０２】
　また、上記第３の実施形態の応用例によれば、複数のユーザに対して、各ユーザの関係
性の良し悪しに応じて、推定される各ユーザの未来の行動に伴う不利益を回避するための
支援を行うことができる。
【０２０３】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
技術はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれ
ば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正
例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属
するものと了解される。
【０２０４】
　例えば、ＨＭＤ１、ＨＭＤ１００、行動支援サーバ５０、または行動支援サーバ５００
に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭ、およびＲＡＭ等のハードウェアに、上述したＨＭＤ１、Ｈ
ＭＤ１００、行動支援サーバ５０、または行動支援サーバ５００の機能を発揮させるため
のコンピュータプログラムも作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記憶
させたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体も提供される。
【０２０５】
　また、本明細書の各実施形態の動作処理における各ステップは、必ずしも添付したフロ
ーチャートにおいて開示された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、各ス
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テップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理されても、並列的に処
理されてもよい。具体的には、例えば図４に示すステップＳ１１８～Ｓ１２４は並列的に
処理されてもよい。
【０２０６】
　なお、上述した第１の実施形態では、実行部１０５は、ユーザの好みレベルがパブリッ
クレベルＬ１、リミテッドパブリックレベルＬ１’、またはプライベートレベルＬ２の場
合、直接的に支援内容を実行する旨を説明したが、本実施形態はこれに限定されない。例
えば実行部１０５は、特定の場合は例外的に間接的に支援内容を実行してもよい。具体的
には、例えばダイエットのように自分の欲求を抑制しなくてはならない等、支援内容がユ
ーザにとってストレスになることが想定される場合、実行部１０５は、間接的に支援内容
を実行する。
【０２０７】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０２０８】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　ユーザの情報を取得する取得部と、
　前記取得部により取得された前記ユーザの情報に基づいて判断されたユーザの好みを支
援するための支援内容を決定する支援内容決定部と、
　前記好みのレベルに応じた方法で前記支援内容を実行する実行部と、
を備える、行動支援装置。
（２）
　前記好みのレベルは、ユーザ自身が自覚している好みであるか否か、および他者に公開
可能な好みであるか否かに応じたレベルである、前記（１）に記載の行動支援装置。
（３）
　前記実行部は、表示部または音声出力部により前記支援内容を実行する、前記（１）ま
たは（２）に記載の行動支援装置。
（４）
　前記実行部は、前記好みのレベルが、ユーザ自身が自覚していない好みであることを示
す潜在レベルの場合、前記ユーザの潜在意識に働きかけるよう間接的に前記支援内容を実
行する、前記（１）～（３）のいずれか１項に記載の行動支援装置。
（５）
　前記実行部は、アフォーダンス、錯覚、または心理誘導を用いて、間接的に前記支援内
容を実行する、前記（４）に記載の行動支援装置。
（６）
　前記実行部は、画像信号の明度変更、彩度変更、アスペクト比変更、回転処理、拡大／
縮小処理、形状変形、合成、モザイク／ぼかし、または色変換といった画像処理、若しく
は、音声信号のエコー／ディレイ加工、ディストレーション／フランジャー加工、サラウ
ンド化／チャンネル交換といった音声処理の少なくともいずれかにより、間接的に前記支
援内容を実行する、前記（４）に記載の行動支援装置。
（７）
　前記支援内容決定部は、前記ユーザの好みに対応する商品またはサービスに関する情報
を表示する支援内容に決定し、
　前記実行部は、前記商品またはサービスに関する情報を、表示画面中の広告欄に表示す
ることで、間接的に前記支援内容を実行する、前記（４）に記載の行動支援装置。
（８）
　前記支援内容決定部は、前記ユーザの好みに対応する商品またはサービスの提供場所に
前記ユーザを誘導する支援内容に決定し、
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　前記実行部は、誘導ルートが最適なルートに認識されるよう、地図画像またはユーザの
視界方向を撮像した撮像画像の一部を変更して表示することで、間接的に前記支援内容を
実行する、前記（４）に記載の行動支援装置。
（９）
　前記実行部は、前記撮像画像において、誘導ルート以外の道を暗く、または上り坂に加
工して、前記ユーザが装着しているＨＭＤの表示部に表示することで、間接的に前記支援
内容を実行する、前記（８）に記載の行動支援装置。
（１０）
　前記実行部は、前記地図画像において、誘導ルートが他のルートより短くなるよう加工
することで、間接的に前記支援内容を実行する、前記（８）に記載の行動支援装置。
（１１）
　前記実行部は、前記好みレベルが、ユーザ自身が自覚している好みであって不特定多数
に非公開であることを示すプライベートレベルの場合、前記ユーザの周囲に人がいない時
に直接的に前記支援内容を実行する、前記（１）～（１０）のいずれか１項に記載の行動
支援装置。
（１２）
　前記実行部は、前記好みレベルが、ユーザ自身が自覚している好みであって特定範囲に
公開可能であるリミテッドパブリックレベルの場合、前記ユーザの周囲に居る人が、前記
特定範囲に含まれる人である時に直接的に前記支援内容を実行する、前記（１）～（１１
）のいずれか１項に記載の行動支援装置。
（１３）
　前記実行部は、前記好みレベルが、ユーザ自身が自覚している好みであって不特定多数
に公開可能であるパブリックレベルの場合、前記ユーザの周囲に人が居るか否かに関わら
ず、直接的に前記支援内容を実行する、前記（１）～（１２）のいずれか１項に記載の行
動支援装置。
（１４）
　前記取得部が取得する前記ユーザの情報は、前記ユーザの生体情報、スケジュール情報
、属性情報、および前記ユーザにより入力された電子メール、電子掲示板、ブログ、ＳＮ
Ｓ等の内容の少なくともいずれかである、前記（１）～（１３）のいずれか１項に記載の
行動支援装置。
（１５）
　前記取得部は、複数のユーザの情報を取得し、
　前記支援内容決定部は、好みが一致する特定の複数ユーザを同じ場所に誘導する支援内
容に決定し、
　前記実行部は、前記特定の複数ユーザに対して、潜在意識に働きかけるよう間接的に前
記支援内容を実行する、前記（１）～（１４）のいずれか１項に記載の行動支援装置。
（１６）
　前記取得部は、複数のユーザの情報を取得し、
　前記支援内容決定部は、複数のユーザの関係性の良し悪しに応じた支援内容に決定し、
　前記実行部は、複数のユーザに対して、潜在意識に働きかけるよう間接的に前記支援内
容を実行する、前記（１）～（１５）のいずれか１項に記載の行動支援装置。
（１７）
　前記支援内容決定部は、推定された前記ユーザの未来の行動に伴う不利益を回避するよ
う支援する内容に決定する、前記（１）～（１６）のいずれか１項に記載の行動支援装置
。
（１８）
　ユーザの情報を取得するステップと、
　取得された前記ユーザの情報に基づいて前記ユーザの好みを判断するステップと、
　当該ユーザの好みを支援するための支援内容を決定するステップと、
　前記好みの種類に応じた方法で、プロセッサにより前記支援内容を実行するステップと
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、
を含む、行動支援方法。
（１９）
　コンピュータを、
　ユーザの情報を取得する取得部と、
　前記取得部により取得された前記ユーザの情報に基づいて前記ユーザの好みを判断し、
当該ユーザの好みを支援するための支援内容を決定する支援内容決定部と、
　前記好みの種類に応じた方法で前記支援内容を実行する実行部と、
として機能させるためのプログラム。
（２０）
　コンピュータを、
　ユーザの情報を取得する取得部と、
　前記取得部により取得された前記ユーザの情報に基づいて前記ユーザの好みを判断し、
当該ユーザの好みを支援するための支援内容を決定する支援内容決定部と、
　前記好みの種類に応じた方法で前記支援内容を実行する実行部と、
として機能させるためのプログラムが記憶された、記憶媒体。
【符号の説明】
【０２０９】
　１、１Ａ、１Ｂ、１００　　ＨＭＤ
　２　　表示部
　３　　撮像部
　３ａ　　撮像レンズ
　４　　照明部
　４ａ　　発光部
　５　　音声出力部
　５ａ　　イヤホンスピーカ
　６　　音声入力部
　６ａ、６ｂ　　マイクロホン
　７　　位置測定部
　８　　加速度センサ
　９　　通信部
　１０－１、１０－２　　主制御部
　１０１　　ユーザ情報取得部
　１０２　　ユーザ情報記録制御部
　１０３　　判断部
　１０４、１０８　　支援内容決定部
　１０５、１０９　　実行部
　１０７　　ユーザ行動推定部
　１１　　実世界情報取得部
　１２　　各種生体センサ
　１３　　スケジュール情報ＤＢ
　１４　　ユーザ情報記録部
　１５　　支援パターンＤＢ
　１６　　提示デバイス
　２０　　ネットワーク
　２６Ａ、２６Ｂ　　バナー広告スペース
　３０　　ブログサーバ
　４０　　環境情報サーバ
　５０、５００　　行動支援サーバ
　５１、５１’　　主制御部
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　５１１　　ユーザ情報取得部
　５１２　　ユーザ情報記録制御部
　５１３　　判断部
　５１４　　支援内容決定部
　５１５　　実行部
　５１６　　関係性判断部
　５２　　通信部
　５４　　ユーザ情報記録部
　５５　　支援パターンＤＢ
　５６　　関係性リストＤＢ
　６０Ａ、６０Ｂ　　ユーザ
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